
 

 

東京都建築安全条例における 

既存建築物の緩和措置に関する解説集 

（第２版） 
  

令和７年(2025年)11月 

   東京都 



1 

 

東京都建築安全条例（以下『条例』といいます。）では、既存不適格建築物について、一

定の範囲内の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下『増築等』といいます。）

又は用途変更を行う場合に、適用されていなかった規定を引き続き適用しない（既存不適格

を継続する）こととする等の遡及適用の緩和規定（条例第８条の 21、第８条の 22）を整備

しています。 

この緩和が適用される規定は下表のとおりで、緩和が適用される増築等又は用途変更の

範囲はｐ.４以降で解説します。 

なお、既存建築物の緩和は、既存不適格である規定についてのみ適用がされ、違反してい

る規定については適用されません。 

 

■増築等又は用途変更の際に既存建築物の緩和が適用される規定 

表中の条例は次のように略記します。条例第２条第３項第１号 →条例２③一 

凡例 ●：既存建築物の緩和が措置されている規定  

×：既存建築物の緩和が措置されていない規定（遡及適用される規定） 

 ―：遡及適用されない規定 

条例 増 築 ・ 改 築 
大 規 模 修 繕 

大 規 模 模 様 替 
用 途 変 更 

条例２ × × × 

条例３ × × × 

条例３の２ ● ● ― 

条例４ × × × 

条例５ × × × 

条例６・条例６の２ × × × 

条例７ ● ● ― 

条例７の２ ● ● ● 

条例７の３ ● ● ― 

条例８ × × ● 

条例８の７～条例８の 17 

(８の 13を除く) 
× × ― 

条例８の 13 ● ● ― 

条例 10 × × × 

条例 10の２ × × × 

条例 10の３ × × × 

条例 10の４①② ● ● × 

条例 10の４③④ ● ● ● 
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条例 増 築 ・ 改 築 
大 規 模 修 繕 

大 規 模 模 様 替 
用 途 変 更 

条例 10の５①一イ 

条例 10の５①二イ 
● ● ● 

条例 10の５①一ロ 

条例 10の５①二ロ 
● ● ― 

条例 10の７ ● ● ● 

条例 10の８ ● ● ● 

条例 11 ● ● ● 

条例 11の２ ● ● ― 

条例 11の３ ● ● ● 

条例 11の４ ● ● ● 

条例 12 ● ● ● 

条例 13 ● ● ● 

条例 14①  ● ● ● 

条例 14② ● ● ● 

条例 15 ● ● ● 

条例 16 ● ● ● 

条例 17 ● ● × 

条例 18① ● ● ● 

条例 18②  ● ● ― 

条例 19①一 ● ● ● 

条例 19（①一を除く） ● ● × 

条例 20①・② ● ● ● 

条例 20③  ● ● ● 

条例 22 × × × 

条例 23 ● ● ● 

条例 24 ● ● ● 

条例 25一 ● ● ― 

条例 25二  ● ● ● 

条例 26 ● ● ● 

条例 27 × × × 

条例 28 × × × 

条例 29 ● ● ● 

条例 30 ● ● ― 
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条例 増 築 ・ 改 築 
大 規 模 修 繕 
大 規 模 模 様 替 

用 途 変 更 

条例 31一～三 ● ● ― 

条例 31四 ● ● ● 

条例 31五 ● ● ● 

条例 32（六を除く） ● ● ― 

条例 32六 ● ● ● 

条例 33① ● ● ● 

条例 38①一 ● ● ● 

条例 38①二 ● ● ― 

条例 39 ● ● ― 

条例 41 × × × 

条例 42 ● ● × 

条例 43 ● ● ● 

条例 44 ● ● ● 

条例 45 ● ● ● 

条例 46① ● ● ● 

条例 46条②・③ ● ● × 

条例 47① ● ● ● 

条例 47②～④ ● ● ― 

条例 48 ● ● ― 

条例 49 ● ● ― 

条例 50① ● ● ― 

条例 50② ● ● ● 

条例 51一 ● ● ● 

条例 51二 ● ● ― 

条例 51条三～五 ● ● ● 

条第 72 ● ● ● 

条例 73の 3～73の 19 × × × 

条例 74 ● ● ― 

条例 75 ● ● ― 

条例 78 ● ● ― 

条例 80一・二 ● ● ― 

条例 80三  ● ● ― 

条例 81一 × × × 

条例 81二 ● ● ― 
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以下の表において用いる用語の定義は次のとおり 

告示 東京都建築安全条例における既存の建築物に対する制限の緩和範囲等

（令和７年東京都告示第 362号） 

対象床面積 東京都建築安全条例における既存の建築物に対する制限の緩和範囲等

（令和７年東京都告示第 362号）第２条第２号に規定する対象床面積 

路地状敷地の建築制限関係（条例第３条の２） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 
増築 
・ 
改築 

①増築・改築する部分が小規模の場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第２条第２号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

ＢがＡの倒壊・延焼の

危険性を増大させない 

（基準時における当該建築物の

地階を除く階数及び高さを超え

ないこと） 

②防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分を増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第２条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

③防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分に増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

  

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

対象床面積が既存不適格となった時点の全
体の床面積の1/20かつ50㎡以下

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

火熱遮断壁等

既存部分
（A）

既存部分
（B）

火熱遮断壁等

増改築
部分
（C）
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工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

大規模 

修繕・ 

模様替 

④防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分に大規模の修繕・大規模の模様替をする場

合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第１号】 

 

 

 

 

 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

既存
部分
（A）

既存
部分
（B）

火熱遮断壁等

大規模修繕
模様替部分

（C）
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３階以上の階に設ける居室関係（条例第７条） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 
増築 
・ 
改築 

①防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分を増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第３条】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

②防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分に増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

大規模 

修繕・ 

模様替 

③大規模の修繕・大規模の模様替をする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24条第１項】 

 

 

 

Ａ 
延焼のおそれのある部

分の外壁開口部に２０

分間防火設備を設置 
Ｂ 

④防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分に大規模の修繕・大規模の模様替をする場

合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第１号】 

 

 

 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

 

  

既存部分
（A）

既存部分
（B）

火熱遮断壁等

増改築
部分
（C）

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

火熱遮断壁等

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）

既存
部分
（A）

既存
部分
（B）

火熱遮断壁等

大規模修繕
模様替部分

（C）
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廊下・避難階段・出入口 

（条例第 7 条の 2･第 10 条の４･第 10 条の７～第 11 条･第 11 条の 3･第 13 条･第 18 条第 1

項･第 23 条･第 24 条･第 25 条第 2 号･第 31 条第 5 号･第 32 条第 6 号･第 43 条･第 45 条･第

46条第 1項･第 50条第 2項･第 51条第 3号～第 5号） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 
増築 
・ 
改築 

 

①増築・改築する部分が小規模の場合 

 （居室部分に係る増築を除く。） 

【条例第８条の 21第１項、告示第４条第２号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

ＢがＡの避難の安全上

支障とならない 

（条例第７条の２の規定に係

る既存不適格である場合には

退避区画を設置すること、また

避難階段や出入口を増設する

場合にはＢが各規定に適合す

ること） 

②避難規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分を増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第４条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

③避難規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分に増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第２号】 

 

 

 

 

 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

  

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

対象床面積が既存不適格となった時点の全
体の床面積の1/20かつ50㎡以下

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

開口部のない耐火構造の床又は壁
【令第117条第2項各号】

既存部分
（A）

既存部分
（B）

開口部のない耐火構造の床又は壁
【令第117条第2項各号】

増改築
部分
（C）
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工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 

大規模修繕・ 

模様替 

④屋根又は外壁に係る大規模の修繕・大

規模の模様替をする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24条第２項】 

 

Ａ なし 

Ｂ 
避難の安全上支障とな

らない 

用途変更 

 

※条例第 10条の 4

第１項・第２項の既

存不適格建築物につ

いて、用途変更した

場合は、右欄によら

ず、当該規定は遡及

適用される。 

⑤避難規定の適用上、別の建築物とみなせ

る部分を用途変更する場合 

【条例第８条の 22 第２項で準用する条例第８条の 21

第２項】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

 

  

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）

既存部分
（A）

用途変更
部分
（B）

開口部のない耐火構造の床又は壁
【令第117条第2項各号】
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建築物の構造関係（条例第７条の３） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 
増築 
・ 
改築 

①増築・改築する部分が小規模な場合 

（木造の建築物で外壁・軒裏が防火構造のもの

又は非木造建築物に限る。） 

【条例第８条の 21第１項、告示第５条第１号ロ】 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ なし 

Ｂ 
外壁・軒裏を防火構造

とすること 

②防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分を増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第５条第１号イ】 

 

 

 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

③防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分に増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

大規模 

修繕・ 

模様替 

④大規模の修繕・大規模の模様替えをする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24条第３項】 

 

 

Ａ なし 

Ｂ なし 
既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

火熱遮断壁等

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

対象床面積50㎡以下

全体が２階建て以下

既存部分
（A）

既存部分
（B）

火熱遮断壁等

増改築
部分
（C）
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直通階段からの避難経路関係（条例第８条） 

工事種別 遡及適用の緩和の範囲 

用途変更 ①用途変更する部分が避難階の場合 

【条例第８条の 22第３項第１号】 

 避難階の用途変更部分を避難階の屋内避難経路と防火区画した場合は、条例

第８条は遡及適用しない。 

  

 

 

②用途変更する部分が避難階以外の場合 

【条例第８条の 22第３項第２号】 

 条例第８条は遡及適用しない。 
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自動式の引き戸の併設関係（条例第８条の 13） 

工事種別 遡及適用の緩和内容 

 

増築 

・ 

改築 

・ 

大規模 

修繕 

・ 

大規模 

模様替 

 次のいずれにも該当する場合は、条例第８条の 13 第１項の規定を適用しな

い。 

１ 構造上の制約その他の理由により新たに併設引き戸を設けることができな

いとき。 

２ 次のいずれかの措置を講じたとき。 

⑴ 当該建築物内における第８条の 13第１項第１号の位置以外の位置に、同

項第２号から第４号までに規定する構造の引き戸が設けられている場合

は、当該引き戸までの方向及び距離を表示した看板等を建築物内及び敷地

内に設けること。 

⑵ 当該建築物内における第８条の 13第１項第１号の位置以外の位置に、同

項第２号から第４号までに規定する構造の引き戸を新たに設け、当該引き

戸までの方向及び距離を表示した看板等を建築物内及び敷地内に設けるこ

と。 

※ ２⑵の規定にかかわらず、建築物の構造上の制約により２⑵の引き戸

を設けることができない場合において、第８条の 13第１項各号の要件に

該当する戸であって、車椅子使用者が容易に開閉して通過できるものを

設けたときは、２⑵の引き戸を設けることを要しない。 

 

 

 

 

 

  



12 

 

耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係等 

（条例第 10 条の５第１項第１号イ･第 10 条の５第１項第２号イ･第 16 条第１項・第 16 条

第２項･第 20 条第１項･第 20 条第２項･第 29 条第１項・第 29 条第２項･第 31 条第４号･第

33条第１項･第 38条第１項第１号･第 51条第１号） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 
増築 
・ 
改築 

①増築・改築する部分が小規模の場合 

（特殊建築物の主たる用途に供する部分に係る増築は除く） 

【条例第８条の 21第１項、告示第６条第２号など】 

 

 

Ａ 

なし 

Ｂ 

②防火規定の適用上、別の建築物とみなせる

部分を増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第６条第１号など】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

③防火規定の適用上、別の建築物とみなせる

部分に増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

大規模 

修繕・ 

模様替 

④大規模の修繕・大規模の模様替をする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24条第３項】 

 

Ａ 

なし 

Ｂ 

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

火熱遮断壁等

既存部分
（A）

既存部分
（B）

火熱遮断壁等

増改築
部分
（C）

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

対象床面積※が50㎡以下

※既存不適格となって以降、増築・改築を
複数回行う場合にあっては、それらの増
築・改築に係る部分の対象床面積の合計と
する
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工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 

用途変更 

⑤防火規定の適用上、別の建築物とみなせる

部分を用途変更する場合 

【条例第８条の 22 第２項で準用する条例第８条の 21 第２

項、告示第 25 条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

 

  

既存部分
（A）

用途変更
部分
（B）

火熱遮断壁等
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防火区画等関係 

（条例第 10 条の５第１項第１号ロ、第 10 条の５第１項第２項第２号ロ、第 25 条第１号、

第 30条、第 38条第１項第２号、第 39条、第 48条、第 49条、第 50条第１項、第 51条第

２号、第 74条、第 81条第２号、※第８条は除く） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 
増築 
・ 
改築 

①増築・改築する部分が小規模の場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第７条第２号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

ＢがＡの延焼の危険性

を増大させない 

（ＡとＢの境界部分を条例のそ

れぞれの規定で求められる防

火区画・界壁に用いられる

壁・床、防火設備で区画する

など） 

②防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分を増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第７条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

③防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分に増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

大規模 

修繕・ 

模様替 

④屋根・外壁の大規模の修繕・大規模の模様替

をする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24条第４項】 

 

Ａ 

なし 

Ｂ 

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

対象床面積が既存不適格となった時点の全
体の床面積の1/20かつ50㎡以下

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

火熱遮断壁等

既存部分
（A）

既存部分
（B）

火熱遮断壁等

増改築
部分
（C）

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）
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外壁等の防火構造関係（条例第 11条の２） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 
増築 
・ 
改築 

①増築・改築する部分が小規模の場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第８条第２号】 

  

Ａ なし 

Ｂ 

ＢがＡの外壁及び軒裏

における延焼の危険性

を増大させない 

（Ｂの外壁・軒裏の延焼

のおそれのある部分を

防火構造とする） 

②防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分を増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第８条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

③防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分に増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

  

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

火熱遮断壁等

既存部分
（A）

既存部分
（B）

火熱遮断壁等

増改築
部分
（C）

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

対象床面積が既存不適格となった時点の全
体の床面積の1/20かつ50㎡以下
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大規模 

修繕・ 

模様替 

 

④屋根、外壁以外の大規模の修繕・大規模の模

様替をする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24条第５・６項】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

⑤防火規定の適用上、別の建築物とみなせる部

分に大規模の修繕・大規模の模様替をする場

合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第１号】 

 

 

 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

 

  

既存
部分
（A）

既存
部分
（B）

火熱遮断壁等

大規模修繕
模様替部分

（C）

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）
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遮音間仕切り壁の設置関係（条例第 11条の４） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 

増築 

・ 

改築 

①増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第３項】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

増築 

②一定規模以下の増築する場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第９条】 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

なし 

Ｂ 

改築 

③一定規模以下の改築をする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第９条】 

 

Ａ 

なし 

Ｂ 

大規模 

修繕・ 

模様替 

④大規模の修繕・大規模の模様替をする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24条第３項】 

 
Ａ 

なし 

Ｂ 

既存部分
（A）

改築
部分
（B）

既存不適格となった時点の全体の
床面積の1/2以下

既存部分
（A）

増築
部分
（B）

全体がＡの1.5倍以下

Ａの延べ面積は、既存不適格となった時点の面積とする。

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）
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工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

用途 

変更 

⑤用途変更する場合 

【条例第８条の 22第２項で準用する条例第８条の 21 第３項】 

 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

 

 

  

既存部分
（A）

用途変更
部分
（B）
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４階以上に設ける教室等の禁止関係（条例第 12条） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 

増築 

・ 

改築 

①増築・改築する部分が小規模の場合 

（居室に係る増築は除く。） 

【条例第８条の 21第１項、告示第 10条第 2号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

ＢがＡの避難の安全上 

支障とならない 

（避難階段や出入口を増設する

場合にはＢが各規定に適合す

ること） 

②既定の適用上、別の建築物とみなせる部分を

増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 10条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

 

  

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

対象床面積が既存不適格となった時点の全
体の床面積の1/20かつ50㎡以下

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

開口部のない耐火構造の床又は壁
【令第117条第2項各号】

開口部のない準耐火構造の床・壁
又は遮煙性能を有する特定防火設備等

【令第126条の２第２項各号】
既存部分（Ａ）が

・排煙設備の要件（第１号）のみ適合せず、内装制限の要件（第
２号）及び歩行距離の要件（第３号）に適合している場合
又は

・排煙設備の要件（第１号）及び内装制限の要件（第２号）に適
合せず、歩行距離の要件（第３号）に適合している場合
に限る。

又は
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工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 

増築 

・ 

改築 

 

③規定の適用上、別の建築物とみなせる部分

に増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第３号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

 

Ｃ 

④一定の条件（※）のもと増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第３項】 

 

※Ａが内装制限の要件（第２号）のみ適合せ

ず、排煙設備の要件（第１号）及び歩行距

離の要件（第３号）に適合している場合  

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

大規模 

修繕・ 

模様替 

⑤屋根又は外壁に係る大規模の修繕・大規模

の模様替をする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24条第２項】 

 

 

 

 

Ａ なし 

Ｂ 
避難の安全上支障とな

らない 

 

  

開口部のない耐火構造の床又は壁
【令第117条第2項各号】

開口部のない準耐火構造の床・壁
又は遮煙性能を有する特定防火設備等

【令第126条の２第２項各号】
既存部分（Ａ）が

・排煙設備の要件（第１号）のみ適合せず、内装制限の要件（第
２号）及び歩行距離の要件（第３号）に適合している場合
又は

・排煙設備の要件（第１号）及び内装制限の要件（第２号）に適
合せず、歩行距離の要件（第３号）に適合している場合
に限る。

又は

増改築
部分
（C）

既存部分
（A）

既存部分
（B）

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）
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工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

用途 

変更 

⑥規定の適用上、別の建築物とみなせる部分

を用途変更する場合 

【条例第８条の 22第２項で準用する条例第８条の 21 第２項、 

告示第 25 条第３号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

⑦一定の条件（※）のもと用途変更する場合 

【条例第８条の 22第２項で準用する条例第８条の 21 第３

項】 

 

※Ａが内装制限の要件（第２号）のみ適合せ

ず、排煙設備の要件（第１号）及び歩行距

離の要件（第３号）に適合している場合  

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

 

  

既存部分
（A）

用途変更
部分
（B）

開口部のない耐火構造の床又は壁
【令第117条第2項各号】

開口部のない準耐火構造の床・壁
又は遮煙性能を有する特定防火設備等

【令第126条の２第２項各号】
既存部分（Ａ）が

・排煙設備の要件（第１号）のみ適合せず、内装制限の要件（第
２号）及び歩行距離の要件（第３号）に適合している場合
又は

・排煙設備の要件（第１号）及び内装制限の要件（第２号）に適
合せず、歩行距離の要件（第３号）に適合している場合

に限る。

又は

既存部分
（A）

用途変更
部分
（B）
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排煙設備（条例第 14条第１項） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 
増築 
・ 
改築 

 

①増築・改築する部分が小規模の場合 

 （居室部分に係る増築を除く。） 

【条例第８条の 21第１項、告示第４条第２号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

ＢがＡの避難の安全上

支障とならない 

（避難階段や出入口を増設す

る場合にはＢが各規定に適合

すること） 

②排煙設備の規定の適用上、別の建築物とみな

せる部分を増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第４条第１号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

③排煙設備の規定の適用上、別の建築物とみな

せる部分に増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第２項、告示第 25条第４号】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

現行基準 

Ｃ 

 

  

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

対象床面積が既存不適格となった時点の全
体の床面積の1/20かつ50㎡以下

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

開口部のない準耐火構造の床・壁
又は遮煙性能を有する特定防火設備等

【令第126条の２第２項各号】

既存部分
（A）

既存部分
（B）

増改築
部分
（C）

開口部のない準耐火構造の床・壁
又は遮煙性能を有する特定防火設備等

【令第126条の２第２項各号】
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工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 

大規模修繕・ 

模様替 

④屋根又は外壁に係る大規模の修繕・大

規模の模様替をする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24条第２項】 

 

Ａ なし 

Ｂ 
避難の安全上支障と 

ならない 

用途変更 

 

 

⑤排煙設備の規定の適用上、別の建築物と

みなせる部分を用途変更する場合 

【条例第８条の 22 第２項で準用する条例第８条の 21

第２項】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

 

  

既存部分
（A）

用途変更
部分
（B）

開口部のない準耐火構造の床・壁
又は遮煙性能を有する特定防火設備等

【令第126条の２第２項各号】

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）
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非常用の照明装置（条例第 14条第２項） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 
増築 
・ 
改築 

 

①増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第３項】 

 

Ａ 

なし 

※Ｂにおいて非常用の照明装  

置の設置を要する教室から

の避難経路にあたる部分を

Ｂとみなし、現行基準に適

合させること等の措置を講

じることが望ましい。 

Ｂ 現行基準 

大規模 

修繕・ 

模様替 

②大規模の修繕・大規模の模様替をする場合 

【条例第８条の 21第３項】 

 

Ａ 

なし 

※Ｂにおいて非常用の照明装  

置の設置を要する教室からの

避難経路にあたる部分をＢと

みなし、現行基準に適合させ

ること等の措置を講じること

が望ましい。 

Ｂ 現行基準 

用途変更 ③用途変更する場合 

【条例第８条の 22第２項で準用する条例第８条の 21第３項】 

 

Ａ 

なし 

※Ｂにおいて非常用の照明装  

置の設置を要する教室からの

避難経路にあたる部分をＢと

みなし、現行基準に適合させ

ること等の措置を講じること

が望ましい。 

Ｂ 現行基準 

  

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）

既存部分
（A）

用途変更
部分
（B）
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内装制限（条例第 15条・第 72条） 

共同住宅等の居室（条例第 19条第１項第１号） 

寄宿舎等の廊下等の幅員（条例第 20条第３項） 

連続式店舗の廊下（条例第 26条） 

興行場等の客用の廊下（条例第 44条） 

興行場等の客席内の通路の規定の一部（条例第 47条第１項） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 

増築・ 

改築 

 

①増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第３項】 

 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

 

大規模 

修繕・ 

模様替 

②大規模の修繕・大規模の模様替をする場合 

【条例第８条の 21第３項】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

用途 

変更 

③用途の変更 

【条例第８条の 22第２項を準用する条例第８条の 21 第３項】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

 

  

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）

既存部分
（A）

用途変更
部分
（B）
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敷地内の通路等関係 
（条例第 17条、第 19条（第１項第１号を除く。）、第 42条、第 46条第２項・第３項） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 

増築 

・ 

改築 

①増築・改築する部分が小規模の場合 

（居室に係る増築は除く。） 

【条例第８条の 21第１項、告示第 13条】 

 

Ａ なし 

Ｂ 

ＢがＡの避難及び消火 

の安全上支障となら

ない(敷地内通路の最小幅

が基準時における最小幅より

狭くならないこと。) 

 

大規模 

修繕・ 

模様替 

②屋根又は外壁に係る大規模の修繕・大規模の模

様替えをする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24第２項】 

 

Ａ なし 

Ｂ 
避難の安全上支障となら

ない 

 

  

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

対象床面積が既存不適格となった時点の全
体の床面積の1/20かつ50㎡以下

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）
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共同住宅等の二以上の直通階段の構造（条例第 18条第２項） 

自動車車庫等の一般構造及び設備（条例第 31条第 1号～第３号） 

大規模の自動車車庫等の構造及び設備（条例第 32条（第６号を除く）） 

興行場等の客席内の通路の規定の一部（条例第 47 条第２項～第４項） 

風道（条例第 75条） 

共同住宅に設けるエレベーターの構造（条例第 78条） 

エレベーターの機械室等（条例第 80条第１号・第２号） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 

増築・ 

改築 

 

①増築・改築する場合 

【条例第８条の 21第３項】 

 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

 

大規模 

修繕・ 

模様替 

②大規模の修繕・大規模の模様替をする場合 

【条例第８条の 21第３項】 

 

Ａ なし 

Ｂ 現行基準 

 

  

既存部分
（A）

増改築
部分
（B）

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）
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非常用エレベーターの機械室関係（条例第 80条第３号） 

工事種別 増築等又は用途変更の規模等 各部分に適用される技術基準 

 

増築 

 

①増築部分が１/２以下の場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 22条第１号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

なし 

Ｂ 

 

改築 

②改築部分が１/５以下の場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 22条第２号】 

 

Ａ 

なし 

Ｂ 

大規模 

修繕・ 

模様替 

③大規模の修繕・大規模の模様替をする場合 

【条例第８条の 21第１項、告示第 24第３項】 

 Ａ 

なし 

Ｂ 

 

Ａの延べ面積は、既存不適格となった時点の面積とする。

既存部分
（A）

増築
部分
（B）

・床面積が既存不適格となった時点の全体
の床面積の１/５以下

・高さが既存不適格となった時点の高さ以下

既存部分
（A）

大規模修繕 
模様替部分

（B）

既存部分
（A）

改築
部分
（B）

・床面積がAの1/2以下
・高さが31m以下


